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株式会社紀陽カ－ドディーシー
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科　　目 金　　額 科　　目 金　　額

流動資産 ［ 2,039,789,061 ］ 流動負債 ［ 831,468,928 ］

 現 金・預 金 778,643,844  未 払 金 732,305,604

 未 収 金 1,217,418,404  預 り 金 1,297,613

 未 収 収 益 10,975,123  未 払 費 用 39,510,270

 貸 付 金 47,459,565  前 受 収 益 34,084,442

 立 替 金 0  リ ー ス 債 務 0

 前 払 費 用 2,493,364  未払法人税等 6,338,700

 貯 蔵 品 6,253,232  未 払 消 費 税 1,003,500

 その他の流動資産 289,892  賞 与 引 当 金 2,308,745

 貸 倒 引 当 金 △ 23,744,363  販売促進引当金 10,868,000

 利息返還損失引当金 3,683,634

 その他の流動負債 68,420

固定資産 ［ 24,024,898 ］ 固定負債 ［ 5,375,000 ］

（有形固定資産） （ 5,363,337 ）  退職給与引当金 5,375,000

 建   物 470,381

 建物附属設備 1,046,849

 車　 輌 0

 器具及び備品 3,846,107 負債の部合計 836,843,928

 リ ー ス 資 産 0

（無形固定資産） （ 8,053,396 ） 科　　目 金　　額

 電 話 加 入 権 1,346,758 株主資本 ［ 1,226,970,031 ］

 ソフトウェア 6,706,638  資 本 金 ［ 90,000,000 ］

（投資その他の資産） （ 10,608,165 ）  法 定 準 備 金 ［ 650,000,000 ］

 敷金・保証金 100,000    その他資本剰余金 650,000,000

 長期前払費用 713,165  剰 余 金 ［ 486,970,031 ］

 繰延税金資産 9,795,000    利益準備金 250,000

   繰越利益剰余金 486,720,031

純資産の部合計 1,226,970,031

資産の部合計 2,063,813,959 負債・純資産の部合計 2,063,813,959

純　資　産　の　部

第３６期　決算公告

貸　借　対　照　表
（2026年3月31日現在）

資　産　の　部 負　債　の　部



個別注記表 

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記 

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。 

(1) 資産の評価基準及び評価方法 

 ① 有価証券の評価基準及び評価方法 

   時価のあるものについては期末日の市場価格等に基づく時価法、時価のないものに 

ついては移動平均法による原価法 

 ② 棚卸資産の評価基準及び評価方法 

   最終仕入原価法 

(2) 固定資産の減価償却の方法 

 ① 有形固定資産（リース資産を除く）  法人税法の規定による定率法 

 ② 無形固定資産  法人税法の規定による定額法 

 ③ リース資産   所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る有形固定資産中のリー

ス資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法 

(3) 引当金の計上基準 

 ① 貸倒引当金    自己査定の実施により求められた予想損失率に基づき、将来貸倒 

            損失等が予想される回収不能見込額を計上しています。 

 ② 賞与引当金    支給見込額の当期負担分を計上しています。 

 ③ 退職給付引当金  退職金規程に基づく期末要支給額により計上しています。 

 ④ 販売促進引当金  景品交換ポイントの期末有効残高に予想交換率を乗じ、ポイント 

            単価を５円として計上しています。 

 ⑤ 保証債務損失引当金 被保証者の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上してい 

             ます。 

 ⑥ 利息返還損失引当金 利息制限法上限金利を超過する利息部分に対する将来の返還請 

             求見込額を計上しています。 

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項 

 ① リース取引の会計処理 

   リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引につい 

   ては、主に通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。 

 ② 消費税等の会計処理 

   消費税及び地方消費税の会計処理は、2021年度期首より税抜方式によっています。 

 ③ 収益認識に関する会計基準等の適用 

   「収益認識に関する会計基準（企業会計基準第 29号 2020年 3月 31日）」等を 2021 

   年度期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該 

   財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしまし 

た。 


